
議 第 ３ １ 号 
令和８年５月２８日提出 

 
 

熊本市社会教育委員の委嘱について 
 
 
熊本市社会教育委員を別紙のとおり委嘱したいので、議決を求める。 

                           
 

熊本市教育長  遠藤 洋路 
 
 

 (提出理由) 
社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条並びに熊本市社会教育委員条例（昭和

２８年条例第４０号）第１条及び第２条の規定により、熊本市社会教育委員を委嘱するため、

熊本市教育委員会教育長事務委任等規則（昭和２７年教育委員会規則第６号）第１条第１１

号の規定に基づき教育委員会の議決を求めるものである。 
これが、この議案を提出する理由である。 
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別紙

区　分 氏　　名 所属団体・役職等 備　考

学識経験者 八幡　彩子 国立大学法人　熊本大学大学院教育学研究科・教授 委嘱済

社会教育 加藤　貴司 熊本市地域公民館連絡協議会 会長 委嘱済

社会教育 國武　明子 熊本市地域婦人会連絡協議会　副会長 委嘱済

社会教育 中川　保敬 熊本市スポーツ協会　副理事長 委嘱済

社会教育 原　幸代子 熊本県文化協会　副会長 委嘱済

社会教育 林田　真
熊日サービス開発㈱熊日生涯学習プラザ　
取締役事業本部長

委嘱済

家庭教育 吉川　真由美 熊本市ＰＴＡ協議会　常任理事 委嘱予定

学校教育 杉本　誉弘 熊本市小学校校長会　碩台小学校長 委嘱済

社会教育 川地　純一 市民公募 委嘱済

熊本市社会教育委員　名簿（案）

委嘱済委員の任期：令和７年（２０２５年）６月１日から令和９年（２０２７年）５月３１日まで
委嘱予定委員の任期：令和８年（２０２６年）６月１日から令和９年（２０２７年）５月３１日まで

　　　　※熊本市社会教育委員条例第２条第３項 
　　　　　　欠員補充により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
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                         関係法令一覧（抜粋） 

○社会教育法 (昭和 24年法律第 207号) 
 （社会教育委員の設置）  
第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。  
２ 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 
 
 
○熊本市社会教育委員条例 (昭和28年条例第40号) 
（設置）  
第１条 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第１項の規定に基づき、本市に
社会教育委員（以下「委員」という。）を置く。  
（平１４条例４５・平２６条例１３・一部改正）  

（委員）  
第２条 委員は、９名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する
活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。  
２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。  
３ 欠員補充により委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。  
（平１４条例４５・平１９条例２４・平２６条例１３・一部改正）  

（委任）  
第３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が
定める。  
（昭３４条例１５・旧第４条繰上、平２６条例１３・一部改正） 

 

 

 

○熊本市社会教育委員会議規則 (平成 27 年教育委員会規則第 9 号) 

（趣旨）  

第１条 この規則は、熊本市社会教育委員条例（昭和２８年条例第４０号）第３条の規定に

基づき、熊本市社会教育委員（以下「委員」という。）の会議（以下「会議」という。）

その他議事の運営に関し、必要な事項を定める。  

（議長及び副議長）  

第２条 会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 議長は、委員を代表し、会務を総理する。  

３ 会議に副議長を置き、委員のうちから議長が指名する。  

４ 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、その職務

を代理する。  

（議長及び副議長の任期）  

第３条 議長及び副議長の任期は、２年とする。ただし、再任することができる。  

（会議）  

第４条 会議は、議長が招集する。  

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。  
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                         関係法令一覧（抜粋） 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、過半数同数のときは、議長の決するところに

よる。  

（書面審議）  

第５条 議長は、緊急の必要性があり会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由

のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、会議に代え

ることができる。  

２ 前条第３項の規定は、前項の場合について準用する。  

（会議の公開）  

第６条 会議は、公開とする。ただし、前条の規定による書面審議を行うとき、熊本市情報

公開条例 

（平成１０年条例第３３号）第７条に掲げる情報に該当する情報について協議等を行うと

き、又は委員の発議により出席委員の３分の２以上の多数で公開が不適当と議決された

ときは、これを公開しないことができる。  

２ 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他の傍聴について必要な事項は、別に定める。  

（雑則）  

第７条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が別に定める。 
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